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審査会合（令和2年3月27日）での指摘内容
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（1）核燃料物質の譲渡しについては、酸化物へ転換した状態で

の核燃料物質の譲渡しはあり得ないことから酸化物の再転

換の記載を削除すること。

（2）補正申請時期は4月1日を跨ぐことになるのであれば、廃止

措置計画の認可申請書については、新検査制度の実施に

向けた法令類の改正を踏まえた補正も併せて行うこと。



指摘に対する一部補正の主な内容

2

今回の補正申請の変更内容を以下に示す。

（1）核燃料物質の譲渡しに対する対応（本文）

• UF6での譲渡しを明確にするための酸化物への転換に係る記載を削除

（2）新検査制度への移行に対する対応（本文、添付書類-6、添付書類-9）

• 加工規則の第九条の五（廃止措置計画の認可の申請）の改正の内容を反映し、

「性能維持施設」、「性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその

性能を維持すべき期間」、「廃止措置に係る品質マネジメントシステム」の内容の追加

• 新検査制度への移行に伴う対応は機構大での調整等を踏まえた対応

（3）その他記載の適正化

• 均質操作室内には、均質設備、配管フード及び小分けフードを設置しており、これらの

設備は第1段階中に解体撤去を行う計画としているが、第1段階中に解体撤去を行う

設備から漏れていたため、本文の第4項の表4-2の解体区分を「×」から「○」に変更

• 新検査制度への移行に対する対応に伴う付番（項番号、図面番号及び表番号）の

変更

• 参考文献の追加

• 単位の見直し
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（1）核燃料物質の譲渡しに対する対応

補正前（令和2年1月16日補正） 補正後（令和2年7月15日補正）

ウラン濃縮原型プラントの核燃料物質について

は、譲渡しに必要な条件（核燃料物質の組成・

国籍、IAEA査察等による透明性の確保等）に

合致した譲渡し先（原子力事業者）を可能な

限り速やかに決定することに努め、譲渡し先との

合意後に、譲渡しのために必要となる設備設計、

許認可手続、設備の設置等を進め、廃止措置

が終了するまでに核燃料物質の全量を譲り渡す

計画である。核燃料物質の譲渡しは遅くとも令

和10年度末（2028年度末）までに譲渡し先

を決定する。

核燃料物質の酸化物への転換については、譲

渡し先の決定を待つことなく酸化物への転換の

方法、設備能力等の設計検討を進める。

ウラン濃縮原型プラントの核燃料物質について

は、譲渡しに必要な条件（核燃料物質の組成・

国籍、IAEA査察等による透明性の確保等）に

合致した譲渡し先（原子力事業者）を可能な

限り速やかに決定することに努め、譲渡し先との

合意後に、譲渡しのために必要となる設備設計、

許認可手続、設備の設置等を進め、廃止措置

が終了するまでに核燃料物質の全量を譲り渡す

計画である。核燃料物質の譲渡しは遅くとも令

和10年度末（2028年度末）までに譲渡し先

を決定する。

UF6での譲渡しを明確にするため、酸化物への転換に係る記載を削除（本文の核

燃料物質の譲渡しに係る記載箇所）
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核燃料物質の加工の事業に関する規則（第九条の五 廃止措置計画の認可の申請） ※下線部は変更箇所を示す。

（2）新検査制度への移行に対する対応（1/6）

変更前 変更後 

本文 

第 1項 （本文） 

第 1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

第 2号 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地 

第 3号 廃止措置対象施設及びその敷地 

第 4号 解体の対象となる施設及びその解体の方法 

  

  

第 5号 核燃料物質の管理及び譲渡し 

第 6号 核燃料物質による汚染の除去 

第 7号 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄 

第 8号 廃止措置の工程 

  

第 2項 （添付書類） 

第 1号 

既に核燃料物質（加工設備本体を通常の方法により操作した後に回収され

ることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。）を加工設備本体から取

り出していることを明らかにする資料 

第 2号 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図 

第 3号 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 

第 4号 
廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合

に発生すると想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書 

第 5号 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書 

第 6号 
廃止措置期間中に機能を維持すべき加工施設及びその性能並びにその性能

を維持すべき期間に関する説明書 

第 7号 廃止措置に要する資金の額及びその調達計画に関する説明書 

第 8号 廃止措置の実施体制に関する説明書 

第 9号 品質保証計画に関する説明書 
 

条文 

第 1項 （本文） 

第 1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

第 2号 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地 

第 3号 廃止措置対象施設及びその敷地 

第 4号 解体の対象となる施設及びその解体の方法 

第 5号 性能維持施設 

第 6号 性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能を維持すべき期間 

第 7号 核燃料物質の管理及び譲渡し 

第 8号 核燃料物質による汚染の除去 

第 9号 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄 

第10号 廃止措置の工程 

第11号 廃止措置に係る品質マネジメントシステム 

第 2項 （添付書類） 

第 1号 

既に核燃料物質（加工設備本体を通常の方法により操作した後に回収される

ことなく滞留することとなる核燃料物質を除く。）を加工設備本体から取り

出していることを明らかにする資料 

第 2号 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図 

第 3号 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 

第 4号 
廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合

に発生すると想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書 

第 5号 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書 

第 6号 
性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明

書 

第 7号 廃止措置に要する費用の見積もり及びその資金の調達計画に関する説明書 

第 8号 廃止措置の実施体制に関する説明書 

第 9号 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 
 

 

条文 条文
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（2）新検査制度への移行に対する対応（2/6）

補正前（令和2年1月16日補正） 補正後（令和2年7月15日補正）

（新規）

5. 性能維持施設

廃止措置期間中に性能を維持すべき施設（以下「性能

維持施設」という。）は、「4.2 廃止措置の基本方針」に基

づき、公衆及び放射線業務従事者の被ばく線量の低減を

図るとともに、核燃料物質の貯蔵のための管理、解体撤去

工事、核燃料物質によって汚染された物の廃棄等、各種作

業の実施に対する保安の確保に必要な機能（性能）を維

持する。

性能維持施設については、必要な期間中、定期事業者

検査で設計及び工事の方法の認可申請書に記載した性能

を有していることを確認する。

また、性能維持施設の施設管理については、保安規定に

基づき適切な頻度で巡視、点検、保守、定期事業者検査

等を実施することにより、必要な期間、必要な機能及びその

性能を維持する。

以上の基本的な考え方に基づく性能維持施設を表5-1に

示す。

性能維持施設の内容を新たに追加（本文 第5項）
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（2）新検査制度への移行に対する対応（3/6）

補正前（令和2年1月16日補正） 補正後（令和2年7月15日補正）

• 添付書類-6の定期事業者検査で性能を確認する維持管理対象設備の検査項目と検査内

容、維持管理機能、維持期間を示した表(添6)-1を本文の5項の「表5-1」に移動

• 表5-1に「位置、構造等」及び「性能」の内容を追加（本文第5項表5-1）

施設
区分

主な設備
(建物)名
称等

検査項
目

検査内容
要求され
る機能

維持すべき
期間

施設
区分

主な設備
名称等

「作動検
査」等

検査方法、
判断基準

「閉じ込め
機能」等

「管理区域
の解除ま
で」等

設備名称
等

位置、構造
等
(※1)

維持すべき
機能

性能
(※2)

維持すべき
期間

施設区分、
主な設備
名称等、員
数

位置、構造、
型式等

「閉じ込め
機能」等

判断基準、
能力等

「管理区域
の解除ま
で」等

表(添6)-1 廃止措置対象施設の維持管理対象設備の名称、維
持管理機能、維持管理期間

表5-1 性能維持施設の名称、維持すべき機能、維持すべき期間

【添付書類-6】 【本文 第5項】

(※1) 位置、構造等 ：対象設備の位置、構造、型式等を追加（既許可の内容を追加）

(※2) 性能 ：必要な仕様等として判断基準、能力等を追加（既許可の内容を追加）
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（2）新検査制度への移行に対する対応（4/6）

補正前（令和2年1月16日補正） 補正後（令和2年7月15日補正）

（新規）

6. 性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能

並びにその性能を維持すべき期間

6.1 性能維持施設の位置、構造及び設備

性能維持施設の位置、構造及び設備は、加工事業の許

可及び設計及び工事の方法の認可のとおり。

6.2 性能維持施設の性能及びその性能を維持すべき期間

性能維持施設の性能及びその性能を維持すべき期間を

表5-1に示す。

また、専らウラン濃縮原型プラントの廃止措置のために使用

する施設又は設備を導入する場合においては、当該施設又

は設備の設計及び工事の方法に関することの詳細が決定次

第、変更認可申請を行う。

性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持す

べき期間の内容を新たに追加（本文 第6項）
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（2）新検査制度への移行に対する対応（5/6）

廃止措置に係る品質マネジメントシステムの内容を新たに追加（本文 第11項）

※令和2年4月22に届出を行った加工事業許可の届出（令02原機(峠)021）と同じ

「品質管理計画」に定める要求事項に沿って、保安活動の計画、実施、評価及び改

善を行う。

補正前（令和2年1月16日補正） 補正後（令和2年7月15日補正）

（新規）

新検査制度の施行に伴い「品質マネジメントシステム（安全

文化の育成及び維持を含む。）」としての要求事項が拡大

されたことから、拡充した品質マネジメントシステムに関する事

項の記載内容を追加

（令和2年4月22の加工事業許可の届出の内容）
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（2）新検査制度への移行に対する対応（6/6）

以下の新検査制度への移行に伴う記載の適正化を行った。

•本文の第5項及び第6項に性能維持施設の記載内容を追加したことによる

記載の適正化（添付書類-6）

•廃止措置対象施設の維持管理対象設備の検査項目、検査内容、要求さ

れる機能、維持すべき期間を示した表(添6)-1を本文の5項に移動（添付書

類-6）

•本文の第11項に品質マネジメントシステムの内容を追加したことによる記載の

適正化（添付書類-9）
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（3）その他記載の適正化

以下の記載の適正化を行った。

• 均質操作室内には、均質設備、配管フード及び小分けフードを設置しており、

これらの設備は第1段階中に解体撤去を行う計画としているが、第1段階中

に解体撤去を行う設備から漏れていたため、本文の第4項の表4-2の解体区

分を「×」から「○」に変更

•付番（項番号、図面番号及び表番号）の変更（本文及び添付書類）

•参考文献の追加（添付書類-4）

•単位の見直し（添付書類-4）


